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登録選手の昇降級、会員の競技運営資格について 

 
拝啓 
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 
平素はＪＤＳＦの活動に絶大なるご協力、ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

さて、新型コロナウィルスの感染状況により１年間の競技⽇程を消化することが困難な状況にあります。 

したがって、本年度の JDSF 登録選⼿の昇降級の取り扱いに関して次のように致します。 

 

本年度登録選⼿に関して 

降級に関しては、次年度に対する降級処置は、実施しない。（10⽉31⽇時点で選⼿登録されている⽅が対象） 

昇級に関しては、通常年度の規定に従う。 

 

競技運営資格（CP、ST）について 

同じく研修⽇程を消化することが困難であるが、チェアパーソン・スクルティニアの資格更新は、 

例年の「資格更新レポートの提出」による更新を適⽤するのが制度上の流れとなる。 

ただし、今回は従来想定していないような状況になっているため、従来の資格更新レポート以外の実施可能な 

⽅法も更新条件とし、詳細は、後⽇HPで広報する。 

 

感染拡⼤の防⽌のためとは⾔いながら、通常通り競技会が開催できないことについては⼤変残念ですが、 

何卒ご理解を賜りたいとお願い申し上げます。 
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